
 

  

寄付金に対する税法上の優遇措置について 

図 1 個人が寄付した場合（所得控除）について【所得税】 

 

 

図 2 個人が寄付した場合（税額控除）について【所得税】 

 

 

図 3 個人が寄付した場合（税額控除）について【住民税】 

 



図 4 法人から学校に対する寄付金の損金算入限度額について 

 法人が行った寄付金のうち、学校法人に対する寄付金については、一般の寄付金の損金算入限度額（※）

と別枠で損金算入することができます。 

図 4 法人から学校に対する寄付金の損金算入限度額について 

 

 

 

問合せ先 

精道三川台小中学高等学校 事務室 

住 所： 〒852-8121 長崎市三川町 1234-1 
電話番号： 095-845-6161 
F A X： 095-845-6166 
E メ ー ル： mikawadai.jimu@seido.ed.jp 
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